
別紙 1

計算書類に対する注記（法人全体用）

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 原材料

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は時価（再調達原価）が簿価よりも下落し

た場合には時価評価額による評価）

② 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は時価（再調達原価）が簿価よりも下

落した場合には時価評価額による評価）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち平成 25 年 3 月 31 日（会計

基準省令移行年度の前年度末）以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債券等特定の債券については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ている。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額及び当該賞与

に係る法定福利費（当法人の負担額に限る。）を計上している。

③ 退職給付引当金

a) 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会に係る退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当

共済制度及び福井県民間社会福祉施設職員退職共済会の退職手当共済制度を採用している。



5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第１様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、

第 3 号第 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、

第 3 号第 3 様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、

第 3 号第 3 様式）

   当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】  （①、②…は拠点区分、a）、b)…はサービス区分）

① 法人本部 拠点区分

a) 法人本部

b) 法人内託児所

② 啓明児童クラブ 拠点区分

a) 放課後児童健全育成【啓明児童クラブ】

③ 足羽東こども園 拠点区分

a) 教育標準時間認定(1号)【足羽東こども園】

b) 保育認定(2号・3 号)【足羽東こども園】

c) 放課後児童健全育成【足羽東こども園】

④ あすわ就労支援センター 拠点区分

a) 自立訓練(生活訓練)【足羽ワークセンター】

b) 就労継続支援Ｂ型【足羽ワークセンター】

c) 就労移行支援【足羽サポートセンター】

d) 就労継続支援Ｂ型【足羽サポートセンター】

e) 自立訓練(生活訓練)【パステル】

f) 就労継続支援Ｂ型【パステル】

g) 計画相談支援【パステル】

h) 生活介護【スマイル】

i) 地域活動支援センターあすわ

⑤ 足羽学園 拠点区分

a) 福祉型障害児入所施設【足羽学園】

b) 短期入所【足羽学園】

⑥ 足羽更生園 拠点区分

a) 生活介護【足羽更生園】

b) 施設入所支援【足羽更生園】

c) 短期入所【足羽更生園】

d) 日中一時支援【足羽更生園】

⑦ あすわ相談支援センター 拠点区分

a) 計画相談支援【リアン】

b) 障害児相談支援【リアン】

c) 地域移行・地域定着支援【リアン】

d) 相談支援受託【リアン】

⑧ あすわ地域生活支援センター 拠点区分

a) 共同生活援助【ほほえみ】



b) 共同生活援助【そよかぜ】

c) 共同生活援助【ひだまり】

d) 共同生活援助【ひまわりの家】

e) 共同生活援助【たんぽぽ】

f) 共同生活援助【さつき】

g) 共同生活援助【あすわ】

h) 共同生活援助【さくら】

i) 共同生活介護【とうごう】

j) 共同生活援助【なごみ】

k) 共同生活援助【こもれび】

l) 共同生活援助【はばたき】

m) 短期入所【あすわ】

n) 短期入所【ひまわりの家】

⑨ あすわ児童発達支援センター 拠点区分

a) 児童発達支援【フレンズあすわ】

b) 放課後等デイサービス【フレンズあすわ】

c) 保育所等訪問支援【フレンズあすわ】

d) 障害児相談支援【フレンズあすわ】

e) 短期入所【フレンズあすわ】

f) 放課後等デイサービス【フレンズみゆき】

⑩ 愛全園 拠点区分

a) 介護老人福祉施設（ユニット型）【愛全園】

b) 介護老人福祉施設【愛全園】

c) 短期入所生活介護【愛全園】

d) 通所介護【愛全園】

e) 認知症対応型共同生活介護【愛全園】

f) 居宅介護支援【愛全園】

g) 地域支援【愛全園】

⑪ 足羽利生苑 拠点区分

a) 介護老人福祉施設【足羽利生苑】

b) 短期入所生活介護【足羽利生苑】

c) 地域密着型介護老人福祉施設【足羽利生苑】

d) 通所介護【足羽利生苑】

e) 認知症対応型通所介護【足羽利生苑】

f) 居宅介護支援【足羽利生苑】

g) 地域支援【足羽利生苑】

⑫ グループホーム美山 拠点区分

a) 認知症対応型共同生活介護【グループホーム美山】

b) 小規模多機能型居宅介護【グループホーム美山】

【公益事業区分】

⑬ ボランティア育成事業 拠点区分

a) ボランティア育成

⑭ 福井大東包括支援センター 拠点区分

a) 地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】

b) 介護予防支援【福井大東包括支援センター】

⑮ 福井市障がい者基幹相談支援センター 拠点区分

a) 基幹相談支援センター【福井市基幹相談支援センター】



6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土 地 49,445,411 0 0 49,445,411 
建 物 2,518,817,455 4,216,137 140,574,017 2,382,459,575 
合 計 2,568,262,866 4,216,137 140,574,017 2,431,904,986 

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助均等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

勘定科目 取得価額 減価償却累計額 除却資産帳場価額 当期末残高

建 物 （ 基 本 財 産 ） 4,355,788,061 1,973,328,486 0 2,382,459,575 
建 物 （ そ の 他 ） 130,129,055 79,245,344 0 50,883,711 
構 築 物 151,699,298 68,483,884 0 83,215,414 
機 械 及 び 装 置 65,763,458 52,885,370 2 12,878,086 
車 輌 運 搬 具 119,024,571 90,523,407 5 28,501,159 
器 具 及 び 備 品 444,305,395 326,908,212 8 117,397,175 
有 形 リ ー ス 資 産 8,903,941 1,546,231 871,594 6,486,116 
権利（水道施設利用権） 3,080,441 767,293 0 2,313,148 
ソ フ ト ウ ェ ア 25,471,450 14,069,431 287,640 11,114,379 
長期前払費用(繰延資産) 368,657 165,529 0 203,128 

合  計 5,304,534,327 2,607,923,187 1,159,249 2,695,451,891 

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

(1) 係争事件

重要な係争事件の発生

当法人は、平成 28 年 1 月 19 日付けで訴訟の提起を受け、さらに平成 28 年 8 月 23 日付

けで訴訟の告知を受けた。

① 訴訟の原因及び提訴に至った経緯

原告は、平成 23 年 12 月に当法人の職員であったＡ職員（被告Ａ）の運転する自動車に

業務中同乗しているところ、無保険車を運転していた被告Ｂに衝突された交通事故によ

って負傷し、後遺障害を残したとして損害の賠償を求めてきた。



② 訴訟を提訴した者

氏名 元当法人職員

住所 福井県Ｃ市

③ 訴訟の内容及び請求額（訴訟告知時）

訴訟の内容 損害賠償等請求事件

請 求 額 金 38,571,086 円

及びこれに対する本事件事故日から支払済まで年 5 分の割合による金員。

④ 当法人は正当な理由があるとして、現在法廷にて係争中である。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項

(1) 当法人が採用している退職給付制度の一つである福井県民間社会福祉施設職員退職共済会に

おいて共済制度改正（平成 28 年 4 月 1 日施行）が行われ、「退職給付金算定乗率」が変更さ

れた。それにより当期期首時点で計上された「乗率差異」の額は、「貸借対照表－固定負債の

部－退職給付引当金」及び「事業活動計算書―特別収支の部」で△17,742,613 円である。


